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入札公告（建設工事） 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

平成３０年９月６日 

 中間貯蔵・環境安全事業株式会社  

     契約職取締役 瀧本 忠 

 

１ 工事概要 

  (1)工事 名  北九州 汚泥実証設備解体・撤去工事 

  (2)工事場所  福岡県北九州市若松区響町一丁目６２番２４ 

  (3)工事内容   

（１）汚泥実証設備撤去  １式 約 18t 

（２）撤去品の分解・切断作業 

機器・鋼材・配管等は 900mm×700mm×700mm 以下に分解・切断を行い、 

ＳＵＳ材とそれ以外に分別して、メッシュパレットに収納する。 

（Max.1000kg） 

（３）撤去品の移動作業 

   メッシュパレットに入れた撤去品は、特殊解体室内の指定場所に搬送する。 

（４）既設ケーブル、配管類等の処置 

   ①動力制御盤において元電源を切った後、解線を行う。設備側のケーブル 

は切り離し後、近傍の配線ラック上に巻置くものとする。機器周りの配 

線類は取外し後、ドラム缶に入れる。 

   ②操業管理端末、カメラ・モニタは再利用するため、取外して指定場所に 

移動する。 

③配管・ダクト類（換気空調装置含む）は設備近傍のバルブ、フランジ等 

で切り離し、プラグ・仕切板等を取付ける。 

（５）基礎部の撤去（約 4 ㎥、約 10 ﾄﾝ） 

①基礎部は表層（30～50mm 程度）とそれ以外の部分に分けて撤去、分別し 

てドラム缶に詰め、室内の指定場所に搬送する。 

   ②防塵対策を施すこと。（シート囲い、集塵機等） 

③基礎撤去跡は、JESCO 指定の床面塗装とする。 

エポキシ樹脂塗り床／ライニング工法 

ケミクリートＥ (下塗 #1111、上塗 #1208) 相当 

 

※詳細は後日現場説明会にて配布の工事特記仕様書による 

 

  (4)契約工事期間   平成３０年契約締結日の翌日から平成３１年２月２８日まで 
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 (5)本業務は、競争参加希望者に競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料

（以下「競争参加申請書」という。）の提出を求め、競争参加資格が確認された者

による入札により契約する建設工事である。 

  

２ 競争参加資格 

 競争参加申請書の提出期限（平成３０年９月２７日）において、次に掲げる条件を

全て満たしている者（以下「有資格者」という。）であること。 

 

①中間貯蔵・環境安全事業株式会社工事等請負業者選定要領（以下「選定要領」という。）

第２条第１項各号の規定に該当しない者であること。 

   

②環境省の平成 29・30 年度の建設工事（建築工事若しくは機械設備工事 ）の競争参加 

  資格を有すること（当該競争参加資格について申請済みであり入札までに競争参加 

資格を取得する場合も可とする。）。 （会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に 

基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 

号）に基づき再生手続申立がなされている者については、手続開始の決定後、環境 

省による再認定を受けていること。） 

 

③建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）に定める経営事項審査（以下「経営事項審査」と 

いう）の審査基準日が競争参加資格確認申請期限日（平成 30 年 9 月 27 日）以前で 

直近の経営規模等評価結果通知書において「建築一式」若しくは「機械器具設置」 

の総合評定値（Ｐ）が 780 点以上であること。 

 

④会社更生法に基づき更正手続の開始の申立がなされている者又民事再生法に基づき再 

生手続申立がなされている者（上記②の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

 

⑤競争参加申請書の提出期限の日から入札執行の時までにＪＥＳＣＯから、中間貯蔵・環 

境安全事業株式会社指名停止措置要領（以下「指名停止措置要領」という。）に基づ 

く指名停止を受けている期間中でないこと。なお、②の環境省での競争参加取得者に 

ついても、指名停止措置要領を適用するものとする。 

 

⑥平成 20 年度以降に、元請又は下請として受注した工事で、「建築工事」若しくは「機 

械設備工事」（以下「同種工事」という。）の施工実績を有すること。 

 

⑦次に揚げる基準を満たす主任技術者を当該工事に専任で配置できること。 

 （イ）平成 20 年度以降に、⑥に挙げる同種工事の監理経験を有する者であること。 

 

⑧暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条に規定する暴力団又は暴力団 

員と関係がないこと。 
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 (2 その他 

①ＪＥＳＣＯが発注した業務等の契約において、次の(ｲ)から(ﾍ)のいずれかに該当す

ると認められる者及びこれを代理人、支配人その他の使用人として使用する者につ

いては、その事実があった後２年間を経過しない場合には、競争参加資格を認めな

いことがある。 

(ｲ) 契約の履行に当たり故意に業務若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若

しくは数量に関して不正の行為をした者 

(ﾛ) 公平な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得

るために連合した者 

(ﾊ) 落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨げ

た者 

(ﾆ) 監督又は検査の実施に当たり社員の職務の執行を妨げた者 

(ﾎ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

(ﾍ) 前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行に

当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

 

②①に該当する者を入札代理人として使用する者については競争参加資格を認めない

ことがある。 

 

３ 入札手続等 

  (1)担当部課 

   中間貯蔵・環境安全事業株式会社 管理部 契約・購買課 

   〒105-0014 東京都港区芝 1-7-17 住友不動産芝ビル３号館４Ｆ 

                電話 03-5765-1916 

 

  (2)発注説明書の交付期間、場所及び方法 

    交付期間 平成３０年９月１０日(月)から平成３０年９月１８日(火)まで 

        土曜日，日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10時から 12時及び午後１時か 

       ら４時まで（以下(3)において同じ。） 

    交付場所 上記(1)及び 

        中間貯蔵・環境安全事業株式会社北九州ＰＣＢ処理事業所 総務課 

 （北九州市若松区響町一丁目６２番２４） 

電話(093)-752-111３） 

※希望者には、電子メールによる配布も可能。上記の交付場所へ申込願います。 

 

  (3)競争参加申請書の提出期間、場所及び方法 

    提出期間 平成３０年９月２０日(木)から平成３０年９月２７日（木)まで 

    提出場所 上記(1)に同じ。 

    提出方法 書面は持参又は送付すること。電送によるものは受け付けない。 



- 4 - 

        ただし、送付の場合でも書留郵便又は信書扱いの宅配便とし、９月２７日

(木 )必着とする。 

 

 (4)  入札書の提出について 

①提出期限 平成３０年１０月２３日（火） １６時００分 

②提出場所 上記(1)に同じ。 

 

③提出方法 郵送又は持参（提出期限必着） 

郵送する場合は、配達の記録が残る方法に限る。 

④そ の 他 入札書の日付は、入札日（平成３０年１０月２３日）を記入すること。 

入札金額については、業務１式あたりの金額（税抜）を記載すること。 

開札の結果、落札者がないときは、再度入札を行う。 

 

(5) 開札の日時及び場所等 

①開札日時   平成３０年１０月２４日(水) １３時３０分 

②開札の場所 上記(1)に同じ。 

               

(6) 開札の立ち会いについて 

 開札は、入札者又は入札者に常時雇用されている者(以下「入札者等」という。)で希望 

する者を立ち会わせて行い、入札者等が立ち会わない場合においては、入札事務に関 

係のない社員を立ち会わせて行う。 

  入札者等で開札の立ち会いを希望する者は、次に従い、（様式第 10号）「開札立会申込 

書」)により申し込むこと。申し込みのない者は開札に立ち会うことができない。 

 

４ その他 

  (1)手続において使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨に限る。 

  (2)入札保証金 免除。 

  (3)契約保証金  契約金額の 10％以上。 

  (4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、競争参加申請書

に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす

る。 

  (5)落札者の決定方法  

   中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約細則第８条の規定に基づいて作成された予定

価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 

 

 

  (6)内訳明細書の提出 

    入札者は、入札札を提出する際に入札金額に対応する入札金額内訳明細書を同封
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すること。 

  (7)手続における交渉の有無 無し 

  (8)契約書作成の要否 要。 

(9)関連情報を入手するための照会窓口 

   上記３(1)に同じ。 

 (10)詳細は発注説明書による。            


